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E 重点監査項毘について

1.海外研究連絡センターについて

平成 23年度秋には，総務部及び濁際事業部の担当者によりヲシントン，サンフランシス

コ，ロンドン及びストラスプールの各海外研究連絡センタ}において，会計監査を中心に

実i也監査が行われたことは評価できる。監査の結果，各センターの会計処理等は問題なく

行われていたが，事務手続きの更なる効率化・円滑化のため，各国の実情に配1Ili:した会計

手続きについてマニュアノレも含めて更に整備することや，国際協力員等に対する渡航前の

事務処理に関する研修を含めた支援体制を充実させることが望まれる。

また，今後は定期的に海外研究iilif:各センターの実地監査を実施することが望まれる。

f独立行政法人の事務・司i業の見直しの基本方針(平成 22年海月 7日閣議決定)Jを踏

まえ，平成23年度中に，北京海外研究述絡センターについては大学等との共同利用を推進

し， 8機関に拡大するとともに，バンコク海外研究iili絡センターについては独立行政法人

日本学生支援機椛タイ事務所との共用化を図ったことは評価される。

各海外研究述絡センターについては，探興会のill?!Jfな業務のー捕を担っていることから，

今後，町長興会の将来ピジョン検討会」の提言等も踏まえた，組織，機能の拡充や見直しに

ついての検討を始めることが望ま.れる。

2. 1.辰興会業務の効率化について

振興会の業務に対する効率化の指棋のひとつとして，平成23年度分の科研賛助成事業

の交付において担当職員 28人が，約4カ月の問で 13万3千件の科研狩応募課題につい

て適切かっ確実にf詐査等~)!:務を実施し、 6 万百千件の採択線組の決定に係る事務を実縮し

ていることがあげられる。このことは，効率的な)lli'，itがかなり徹底されていることを示し

ていると，思料さオもる。

今後史なる業務の合理化と効率化を目指すにあたっては，前述のとおり全体の業務批を

踏まえた適正な人員配置等のほか，特定の業務に関しては，より高いスキルの派遣労働者

を降保・活用するなど職員の負担軽減についても取り組むことが望まれる。

E 今後，検討を希望するIl~項

1.科研費制度についての研究者への意見制査について

;r'I.m~の審査員選考や審査結果の検証については学術システム研究センタ」の研究員に

より鋭1立行われており，その公正・公平性については，研究者の信任が厚いと思われる。

.3. 
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また，不採択者への審まま結果のフィードパックの在り方についても検討が進められており，

このような取り組みは評価できる。

今後， í4研~~iliIJ皮の見直し，評価の実施にあたっては，研究者の意見を幅広く聴取され，

参考とされたい。

2.振興会の認知度向上に向けての広報活動について

娠興会の行っている科研費助成功業，国際司1企業，研究者五車成事業等は，大学等の研究機

関の研究者や大学院生iこはその存在が周知されている。今後は，研究論文の謝辞側に科学

研究費助成金の助成を受けた旨の表示義務の徹底を図るなど，研究成果に対する貢献につ

いて悶民一般に知らしめることが必主主であると思料される。

また，振興会では小中日ifi生向けに科学研究列助成事業による研究成果を易しく紹介する

「ひらめき安ときめきサイエンス事業Jを行っているところであり，今後もとくに初等中

等教育段附での周知を更に図れるよう E 広報活動を展開することが望まれる。

なお広報活動については，専門家の意見も聞いた上で検討されたい。

3. '!WWセキュリティの磁保

前十日管理のセキュリティの向上をはかることは，仮興会のように仙人情報を多数取り扱

う *11織では非 '~i~'ーに1flIDfなことである。平成 23 年度には情報管理体制の強化のため情報化統

括氏任者補佐官を外部専門家に依縦し，その知識を活用するとともに，振興会情報セキュ

リティポリシ」を改定し3 情報取扱手JI[買を定め復興会の情報管理IIのセキュDティの向上を

図ったことは評価出来る。

引き統き，確実な情報セキュリティ維持のため，海外研究述絡センクーも含め振興会全

体として』情報管理体制のほか情報を保存しているサーバー鎖の安全をliIil保するよう取り

組まれたい。

4.会議等におけるべーパ}レス化の惟進

振興会の会議等においてrJie布される資料や日常業務で使用する資料について，紙煤休の

使用:ill:の見夜しが必要と思われる。更なる業務の効率化や経費削減の観点からも，会議等

でのペーパーレス化の推進を図るための具体策について検討を始めるとともに，日常作成

される伝I!P;頒，添付する資料等については具体的な目擦を立てるなどして見直しを実施し

ていただきたい。

. 4・
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N 監事監査結果報告への対応について

監事監査結果報告については，可能なものから順次対応頂いているところであるが，報

告の内容によっては短期間での対応ができない事項も含まれている。今後は年 1回を目途

に，各部より監事に対して監査結果報告に対する業務運営の改善状況について報告を頂く

ようお願いしたい。

.5・
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独立行政法人日本学術振興会法（平成１４年法律第１５９号）抜粋 

附 則 抄 

第二条の二 振興会は、将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる先端的な研究及

び有為な研究者の海外への派遣を集中的に推進するため、平成二十一年度の一般会計補正

予算（第１号）により交付される補助金により、平成二十六年三月三十一日までの間に限

り、次の各号に掲げる業務に要する費用に充てるためにそれぞれ当該各号に定める基金を

設けるものとする。 

一 第十五条第一号に掲げる業務のうち先端的な研究の総合的かつ計画的な振興のための

助成に係るもの及びこれに附帯する業務 先端研究助成基金 

二 第十五条第三号に掲げる業務のうち有為な研究者の海外への派遣に係るもの及びこれ

に附帯する業務 研究者海外派遣基金 

２ 先端研究助成基金又は研究者海外派遣基金の運用によって生じた利子その他の収入金

は、それぞれこれらの基金に充てるものとする。 

３ 通則法第四十七条及び第六十七条（第四号に係る部分に限る。）の規定は、先端研究助

成基金及び研究者海外派遣基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四

十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約があるもの」と

する。 

４ 振興会は、先端研究助成基金及び研究者海外派遣基金を廃止する場合において、これら

の基金に残余があるときは、政令で定めるところにより、その残余の額を国庫に納付しな

ければならない。 

 

 

独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）抜粋 

第四十七条 独立行政法人は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用して

はならない。  

一 国債、地方債、政府保証債（その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債

券をいう。）その他主務大臣の指定する有価証券の取得  

二 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金  

三 信託業務を営む金融機関（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和十八年法律

第四十三号）第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。）への金銭信託 
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